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１１．．用語解説 

あ  行 

■市原市環境基本計画 

市原市民の環境をまもる基本条例に基

づき、市・市民・事業者がより良い環境づ

くりを進めていくための指針となる計画

です。 

なお、本市では平成 9 年に環境基本計画

を策定しましたが、策定以降、地球温暖化

問題をはじめとした環境課題がより一層

拡大、複雑化したことに伴い、平成 18 年

に改訂市原市環境基本計画を策定しまし

た。 

■市原市景観計画 

景観法に基づく制度で、景観計画区域を

設定し、良好な景観形成の方針を示すとと

もに、建築行為などの行為の制限に関する

事項などを定めるものです。 

■市原市交通バリアフリー基本構想 

高齢者や障がい者はもちろん、すべての

市民が社会の一員として普通に暮らせる

よう、また、互いに助け合い、支えあうこ

とにより、住み慣れた地域で安心して自立

した生活を送ることができるよう策定さ

れた計画で、市民の意識を育て「私たちが

できること」を協働して実現していくこと、

安全で安心なまちづくりに向けたバリア

フリー化の展開を基本目標としています。 

■市原市耐震改修促進計画 

市民が行う様々な「耐震化」をあらゆる

面からサポートし、公共施設も含め、計画

的に建物の耐震化を進めることにより、生

命と安全・安心な暮らしを守るため、策定

された計画で、平成 27 年度までに市内建

築物の耐震化率 90％以上を目指します。 

■市原市地域福祉計画 

 高齢者、障がい者、子どもを始め、誰も

が住み慣れた地域で、自立して暮らせるま

ちの実現を目的とし、地域住民、市（行政）、

福祉事業者及び市社会福祉協議会が一体

となって地域福祉に取り組んでいくため

の指針となる計画です。 

■市原市地域防災計画 

災害対策基本法に基づき、市民の生命、

身体及び財産を保護するため、災害予防、

災害応急、災害復旧対策等を総合的かつ計

画的に実施することにより、災害による被

害を軽減し、社会秩序の維持と公共の福祉

の確保を目的とする計画です。 

■市原市緑の基本計画 

環境と共生する持続可能な都市を構築

していくために、本市における緑の将来像

や方針およびそれを実現するための施策

などを定める計画で、概ね 20 年後の緑被

率や緑の配置等を示しています。 

■インフラ整備 

インフラとは、公共施設など、経済基盤

および都市基盤を形成するものをいい（イ

ンフラストラクチャー）、これらの整備を

行うことをインフラ整備といいます。 

■ＮＰＯ 

NPO（NonProfit Organization ）とは、

社会貢献活動を行う、営利を目的としない

団体などの総称をいいます。 

このうち NPO法人とは、特定非営利活動

促進法（後述）に基づき法人格を取得した

「特定非営利活動法人」の一般的な総称で

す。 
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法人格の有無を問わず、様々な分野（福

祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際

協力など）で、社会の多様化したニーズに

応える重要な役割を果たすことが期待さ

れています。 

か  行 

■改訂市原市総合計画 

市政運営にあたっての基本的な指針と

なる本市の最上位計画です。市民の皆様が

「住んでよかった」、「住み続けたい」と思

えるような、「やすらぎのあるふるさと」、

「活力のあるまち」を目指すため、改訂市

原市総合計画を平成１７年３月に策定し

ています。同計画は「基本構想」と「基本

計画」で構成され、「やすらぎと活力」を

基本理念に、市民の皆様と行政がそれぞれ

の役割と責任を果たしながら協働して魅

力あふれるまちづくりを進め、都市像であ

る「ともに輝く元気なふるさと いちはら」

の実現を目指しています。 

■環境問題 

地球の自然環境を破壊するとされるさま

ざまな解決すべき問題のことで、二酸化炭

素の排出による地球温暖化などがあります。 

■関係団体（住宅関係団体） 

住宅関係団体とは、住まいづくりに取り

組む組織や建築士会、宅地建物取引業協会

などの業界団体のことです。 

■関東ローム層 

関東地方の台地や丘陵をおおう火山灰

層で、第四紀更新世（約 180万- 160万年前

から約 1 万年前までの期間）に箱根・富士・

赤城・男体・榛名・浅間の諸火山から噴出

したものとされています。 

 

■危険度マップ（ハザードマップ） 

土砂災害や洪水災害などが起こる可能

性の高い地域を示し、住民に注意を喚起す

るために作られた地図のことです。 

■旧耐震基準建築物 

（新耐震基準 参照） 

■給与住宅 

社宅・公務員住宅などのように、会社・

団体・官公庁などが所有又は管理して、そ

の職員を職務の都合上又は給与の一部とし

て居住させている住宅（会社又は雇主が借

りている一般の住宅に、その従業員が住ん

でいる場合を含む）をいいます。なお、こ

こでは家賃の支払いの有無を問いません。 

■狭あい道路 

建築基準法第 42 条第 2 項の規定により

特定行政庁が指定した道路及び市長が特

に整備の必要があると認めた道路で、一般

的には幅員が 4ｍ未満の道路のことです。 

■居住ニーズ 

住宅や住まい方に対する要求や需要の

ことです。 

■景観法 

都市、農山漁村等における良好な景観の

形成を図るため、良好な景観の形成に関す

る基本理念等を定めるとともに、景観計画

の策定、景観地区、景観協定等による良好

な景観の形成のための規制、景観整備機構

による支援等、所要の措置を講ずる景観に

ついての総合的な法律です。 

■結露 

室内と室外の温度差が大きいために、窓ガ

ラス・壁など冷えた物体の表面に空気中の水

蒸気が凝縮し水滴となって付着する現象です。 
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■建築協定 

建築基準法により設けられた住民合意

による建築コントロールの手法です。良好

な住宅地の環境や商店街としての利便性

を維持しようとする場合、当該住民全員の

合意で地域住民の要望に沿った、敷地面積、

高さ、用途、デザイン等の基準を設けるこ

とができます。 

■公営住宅法 

国及び地方公共団体が協力して、健康で

文化的な生活を営むに足りる住宅を整備

し、これを住宅に困窮する低額所得者に対

して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸するこ

とにより、国民生活の安定と社会福祉の増

進に寄与することを目的とした法律です。 

■公営の借家 

いわゆる県営住宅、市営住宅などと呼ば

れているもので、都道府県や市区町村が所

有又は管理する賃貸住宅のうち、給与住宅

（前述）でないものをいいます。 

■公団・公社住宅 

いわゆる「公団住宅」、「公社住宅」など

と呼ばれているもので、独立行政法人都市

再生機構（旧都市基盤整備公団）や都道府

県・市区町村の「住宅供給公社」・「住宅協

会」・「開発公社」などが所有又は管理する

賃貸住宅のうち、給与住宅（前述）でない

ものをいいます。 

■国勢調査 

我が国に住んでいるすべての人を対象

とする国の最も基本的な調査で、国内の人

口や世帯の実態を明らかにするため、5 年

ごとに行われます。 

国勢調査の結果は、衆議院の小選挙区の画

定基準、地方交付税の算定基準など、多くの

法令でその利用が明記されています。また、

国や地方公共団体における様々な施策の立

案・推進に利用されるのみならず、学術、教

育、民間など各方面で広く利用されています。 

■コンパクトなまちづくり（コンパクトシティ） 

歩いて暮らせる範囲の中に職住商等の

機能や公共施設等を集め、また、公共交通

機関や自転車などを活かすことにより、ヒ

ューマンスケールを意識した街および街

づくりをいいます。 

さ  行 

■災害に強い居住環境の形成 

（災害に強いまちづくり） 

地震や火災等､災害に対する防災性を高

めるための整備や体制づくりのことです。 

具体的には､オープンスペースや防災公園

などの設置､安全且つ円滑な避難路の整備､ブ

ロック塀の改善､消火器の地域配備などのほ

か､市民の防災意識の高揚､防災組織の強化､

復旧･復興体制の強化などが挙げられます。 

■最低居住水準（最低居住面積水準） 

住生活基本法に基づく住生活基本計画

において示された居住面積水準の目標の

うち、健康で文化的な住生活の基礎として、

必要不可欠な水準としての最低の居住面

積水準です。 

■市街化区域 

都市計画法で、すでに市街地を形成して

いる区域及びおおむね 10 年以内に優先的

かつ計画的に市街化を図るべき区域とさ

れている区域です。 

■市街化調整区域 

都市計画法で、市街化を抑制すべき区域

とされている区域です。 
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■自然エネルギー 

太陽光、風力、水力、バイオマス、潮・

波力、地熱など、再生可能なエネルギーを

いいます。繰り返し使えて化石燃料のよう

に枯渇することのなく、また、環境への影

響が尐ないという特徴を持ち、循環型社会

を支える次世代のエネルギーとして注目

されています。 

■市場重視 

国民の豊かな住生活の実現を図るため

には、多様化、高度化する住宅需要に的確

に応じる必要があり、良質な住宅ストック

の形成を効果的に図るため、住宅市場の役

割を重視することです。 

■シックハウス症候群 

新築あるいは改築後の住宅において起

こる、「頭やのどが痛い」、「息が苦しくな

る」といった症状の健康被害のことをシッ

クハウス症候群と呼んでいます。住宅の高

気密化や建材や内装材から放出されるホ

ルムアルデヒドなどの化学物質による空

気汚染が主な要因と言われていますが、家

具や日用品の影響、カビやダニによるアレ

ルギー等、様々な要因も複雑に関係してい

ると考えられています。 

■住生活基本計画（全国計画） 

住生活基本法に基づき、国が定める計画

で、基本理念にのっとり、基本的施策その

他の住生活の安定の確保及び向上の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、国民の住生活の安定の確保及

び向上の促進に関する基本的な計画です。 

■住生活基本法 

住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって国民生活の安定向上と社会福祉の

増進を図るとともに、国民経済の健全な発

展に寄与することを目的とした法律です。 

■住宅関連事業者 

ハウスメーカー、住宅ディベロッパー、

地域の工務店などのことです。 

■住宅建設計画法 

住宅の建設に関し、総合的な計画を策定

することにより、その適切な実施を図り、

もつて国民生活の安定と社会福祉の増進

に寄与することを目的とした法律で、住生

活基本法の施行に伴い、平成 18 年 6 月に

廃止されました。 

■住宅困窮者 

何らかの要因により居住の安定を確保

が困難なもので、自力では文化的な最低限

の生活を確保できない低額所得者、民間賃

貸住宅において入居を拒まれがちな高齢

者や障がい者、ひとり親の世帯、外国人な

ど、その他何らかの要因で現在の住宅で居

住継続が困難となる DV 被害や失業者など

のことです。 

■住宅性能表示制度 

住宅を建てたり購入したりするときに、

その住宅の性能を全国共通の基準で第三

者の評価機関で評価し、消費者が住まいの

性能を知って住まいを求めることができ

る制度です。 

■住宅・土地統計調査 

国の住宅とそこに居住する世帯の居住

状況、世帯の保有する土地等の実態を把握

し、その現状と推移を明らかにする調査で

す。この調査結果は、住生活基本法に基づ

いて作成される住生活基本計画、土地利用

計画などの諸施策の企画、立案、評価等の

基礎資料として活用されています。 
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■少子高齢化 

尐子高齢化とは、出生率の低下や平均寿

命の延びにより、総人口に占める年尐人口

（15歳未満）の比率が減尐し、老年人口（65

歳以上）の比率が増大することをいいます。 

なお、必ずしも高齢化と尐子化が同時に進

行するとは限りません。 

一般的に、尐子化社会とは「合計特殊出

生率が人口置き換え水準をはるかに下回

り、かつ、子どもの数が高齢者人口（65歳

以上人口）よりも尐なくなった社会」とさ

れており、一方高齢化社会とは、高齢化率

（老年人口比）によって、高齢化社会：高

齢化率 7～14％、高齢社会：同 14～21％、

超高齢社会：同 21％～と分類されています。 

■資料 

国政調査（前述）については平成 17 年

度のものを、住宅・土地統計調査（前述）

については平成 15 年度のものを使用して

います。その他の資料については可能な限

り直近のものを使用しています。 

■人口減少社会 

尐子高齢化に伴い、出生数が減尐すると

同時に、高齢化によって死亡数が増加する

ため、総人口が減尐していく社会をいいま

す。 

■新耐震基準 

地震に対して建物をどのようにつくる

かは建築基準法等の法律や政令等によっ

て定められており、これらを「耐震基準」

といいます。現在の耐震基準は昭和 56 年

（1981年）にできたもので、それ以前の耐

震基準と区別するために「新耐震基準」と

呼ばれており、現在はこの新耐震基準に基

づき建物が建てられています。 

 

■森林吸収源対策 

温室効果ガスを削減するため、適正な森

林整備を行うことをいいます。 

なお、森林の二酸化炭素総吸収量は、間

伐（適度の伐採）を行うことで大きくなる

ため、間伐を行うと同時に間伐材の有効利

用も重要となります。本計画における基本

施策では、住宅を建てる際、この間伐材を

有効利用することを奨励するものです。 

■ストック 

ストックとは「在庫」の意味で、住宅ス

トックとはある一時点における既存の住

宅（数）のことです。 

■セーフティネット 

人が暮らしていく上で安心・安全のネッ

ト・仕組みのことです。住宅におけるセー

フティネットでは、自力では適切な居住水

準を確保できない低額所得者などの住宅

困窮者に対して、行政が関与・支援して、

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅

を整備・供給促進し、居住の安定を確保し

ます。 

た  行 

■耐震化（耐震補強・耐震改修・耐震工事） 

建築基準法において、一定の強さの地震

が起きても建物が倒壊または損壊しない

ように定めてられた耐震基準を満たすよ

うに改修することです。 

■太陽光発電 

建物の屋上などに太陽電池を設置して、

太陽の光エネルギーを電気エネルギーに

変換する仕組みです。電気を自給して余っ

た電気を電力会社に売却できるシステム

もあります。 
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■宅地建物取引事業者 

宅地または建物の売買・交換及びその代

理、媒介を行う者で、宅地建物取引業の免

許を受けて営む者です。 

■地域核 

駅などを利用しての通勤、通学、また周

辺に集積している商店街での買い物など、

利便性の高い日常生活の拠点となってい

る地区をいい、八幡宿駅周辺地区、姉ヶ崎

駅周辺地区、上総牛久駅周辺地区、辰巳台

地区およびちはら台地区としています。 

このエリアは、市民が日常の暮らしに最

も身近に係わりのある地域であり、周辺地

域との交流や長い歴史と文化が培われて

きた場所でもあることから、都市基盤整備

とさらなる商業・交流機能の充実を図るこ

ととしています。 

また、都市交流核との機能分担や連携を

図り、市域全体の発展を目指しています。 

■地域福祉 

高齢者や身体障がい者、児童など、その

対象ごとに捉える福祉ではなく、地域住民

や福祉関係者、行政などが協働していく福

祉のことをいいます。 

■地区計画 

住民の生活に身近な地区を単位として、

安全で快適な街並みの形成や良好な環境

の保全などを目的に、住民の意向を反映し

ながら、地区単位の整備目標、土地利用、

地区施設、建築物等の整備に関する方針や

計画を、都市計画法に基づいて定めるもの

です。 

■千葉県住生活基本計画 

住生活基本法に基づき県が策定した、住

宅政策を展開する上で基本となる計画で

す。計画では、住み手とつくり手、行政が

ともに手を携えあって、千葉の住まいづく

り、まちづくりを進めていくことを目指し、

6 つの目標と「住民自らが育む持続可能な

質の高いコミュニティづくり」など住まい

の質を上げるための 30 の施策が示されて

います。 

■中心市街地活性化基本計画 

中心市街地活性化法（中心市街地におけ

る市街地の整備改善及び商業等の活性化

の一体的推進に関する法律）に基づき、商

業集積や商店街の望ましい在り方、それら

が一体となった市街地整備の在り方を検

討し、魅力ある中心市街地の構築を目指す

ため、策定された計画です。 

本市の計画では、(1) 経済社会変化を踏

まえて中心市街地のあるべき姿を定める

こと、(2) 活性化に向けた実施事項と推進

手法を提案すること、(3) 市民を主役とし

た活性化担い手のパートナーシップ（協働

意識の熟成）を先導することを主要な目的

としています。 

■長期優良住宅認定制度 

長期優良住宅とは、その構造及び設備に

ついて、長期にわたり良好な状態で使用す

るための措置が講じられた優良な住宅で、

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

に規定されているものをいいます。 

一定基準を満たし、所管行政庁から認定

を受けることにより、税制の特例が適用さ

れます。 

■長寿命化 

日本の住宅の寿命は 30 年前後といわれ

ており、住宅の構造の強化や適切な維持管

理などによって、これを引き延ばすことで

す。 
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■特定非営利活動促進法 

特定非営利活動を行う団体に法人格を

付与することなどによって、ボランテイア

活動をはじめとする市民が行う自由な社

会貢献活動としての特定非営利活動の健

全な発展を促進し、もって公益の増進に寄

与することを目的とした法律です。 

■都市計画 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図

るための土地利用、都市施設の整備及び市

街地開発事業に関する計画をいいます。 

■都市基盤 

都市活動を支える道路、公園、上下水道

などの施設の総称をいいます。 

■都市交流核 

多様な都市機能が集積し、市民活動や都

市活動の拠点になっている五井駅周辺地

区から市役所を中心とした国分寺台及び

文化の森周辺地区を「都市交流核」として

います。 

このエリアは、将来にわたって商業・業

務機能と交流機能の充実を図り、名実とも

に本市の玄関口として、市内のみならず周

辺都市に対して情報、交流の発信力、求心

力を高めていくための施策を展開します。 

■都市交流拠点 

五井駅を中心とした駅東西の商業業務

系エリアから、五井駅前東地区土地区画整

理事業区域を含む一帯で、都市交流拠点整

備基本計画の対象区域にもなっています。 

な  行 

■二次的住宅 

別荘など特定の目的で使用される住宅

で、普段は人が住んでいない住宅をいいま

す。 

■日常生活圏 

一般的に、地形的・歴史的に一体性があり、

概ね徒歩や自転車で移動できる学校区な

どの日常生活に密着した区域をいいます。 

は  行 

■バリアフリー 

障害のある人が生活していく上での障

壁（バリア）となるものを除去する（フリ

ー）という意味です。もともとは建築用語

として登場し、建物内の段差の解消等物理

的障壁の除去という意味合いが強いもの

の、より広く障害のある人の社会参加を困

難にしている社会的、制度的、心理的なす

べての障壁の除去という意味でも用いら

れています。 

■防火木造 

柱・梁などの骨組みが木造で、屋根や外

壁など延焼のおそれのある部分がモルタ

ル、サイディングボード、トタンなどの防

火性能を有する材料でできているものを

いいます。 

ま  行 

■まちなか居住 

郊外化し、空洞化の進む市街地中心部に

人口やにぎわいを取り戻すための施策の

一つです。これにより中心市街地の活性化

のみならず、よりきめ細やかな行政サービ

スの提供、効率的なインフラ整備の実現等

のメリットが挙げられます。 

や  行 

■誘導居住水準（誘導居住面積水準） 

国が定める居住水準の目標のうち、住宅

のストックの質の向上を誘導する上での

指針となる居住面積水準のことです。戸建
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住宅居住を想定した一般型誘導居住面積

水準と、共同住宅居住を想定した都市居住

型誘導居住面積水準があります。 

■ユニバーサルデザイン 

障害の有無や年齢、性別、体格などにか

かわらず、施設や製品、環境などがすべて

の人にとって使いやすく考えられた、人に

やさしいデザインのことです。 

ら  行 

■ライフスタイル 

衣食住のあり方だけでなく、生活の様式

や個人の生き方全般の事です。 

■ライフサイクルコスト 

建物にかかる生涯コストのことです。建

物の企画・設計に始まり、竣工、運用を経

て、寿命がきて解体処分するまでを建物の

生涯と定義して、その全期間に要する費用

の総額を意味しています。 

■リフォーム 

住宅リフォームとは、傷んでいるところ

を直して長持ちさせたり、住む人の生活の

変化に合わせて便利にしたりと、大切な住

宅により長く、より快適に住み続けるため

に行うもので、大きく分けると、増築、改

築、改装、修繕などがあります。 

■ローリング方式 

長期計画の実施にあたり、計画内容と現

状との乖離を防ぐためのシステムです。計

画の実行のみならず、分析・評価、そして

計画の修正・実行という過程があります。 
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２２．．関連するメニューに係る事業・制度等の解説 

基本方針１「安全で良質な住まいづくり」 

事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

木造住宅の耐震改

修費用の助成 

地震による木造住宅の倒壊から市民の生命及び

財産を守り、地震に強いまちづくりを促進する

ため、市内における木造住宅の耐震性能の向上

を図る改修工事等に対し、その経費の一部を補

助する事業です。        【助成制度】 

 建築指導課 

住まいアドバイザ

ー 

市民が耐震相談や増改築相談という個別の分野

だけでなく、幅広く省エネやバリアフリーまで

含めて相談できる総合的なアドバイザーです。 

新規 建築指導課 

住宅課 

高齢者住宅改造費

助成事業 

高齢者等の自立を促し、介護に適した環境づく

りをするため、市内に居住し、満６５歳以上で

要介護認定及び要支援認定を受けた方に対し、

住宅を改造する費用について助成しています。 

【助成制度】 

 高 齢 者 支 援

課 

重度障がい者住宅

改造助成事業 

重度障がい者又はその同居の家族が、住宅を障

がい者に適するように改造するために要する費

用及び指定機器の設置費用を助成します。 

【助成制度】 

 障 が い 者 支

援課 

長期優良住宅認定

制度 

用語解説参照  建築指導課 

住宅性能表示制度 用語解説参照  建築指導課 

住宅課 

マンション相談会

やセミナー 

マンション管理専門事業者等と連携し、マンシ

ョン管理の様々な不安に対し相談を行うもので

す。 

 住宅課 

建築資材のリサイ

クル 

建築物を解体する際に分別解体を徹底し、再資

源化に活かすものです。 

 建築指導課 

木の家普及促進事

業 

市内産木材を活用した木造住宅の普及促進を図

るため、地産地消を踏まえ、市内で産出された

木材を一定割合以上使用した住宅取得者に木材

費の一部を補助する事業です。  【助成制度】 

 住宅課 
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事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

住宅用太陽光発電

補助金 

太陽光発電導入量の飛躍的な拡大のために、国

では一般住宅への太陽光発電システム設置を支

援しています。       【国の助成制度】 

 環境管理課 

 

 

基本方針２「良好な住環境づくり」 

事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

生活安心メール 携帯メール、パソコンメールなどを登録いただ

き、火災・防災、不審者情報、光化学スモッグ、

その他緊急のお知らせなどを送信しています。 

 広報広聴課 

防災課 

生活安全課 

液状化、揺れやす

さ、危険度マップ 

液状化マップ：市域の液状化発生の可能性を表し

た地図です。 

揺れやすさマップ：市域で予想される最大の震度

を示した地図です。 

危険度マップ：地震時の揺れにより建物被害発生

の危険度分布を示した地図です。 

 建築指導課 

宅地及び建築物の

応急危険度判定士 

二次災害から市民を守るため、宅地や建築物の

応急危険度を判定する専門家です。 

 建築指導課 

宅地課 

応急仮設住宅 災害時に市が建設する仮設住宅です。  防災課 

住宅課 

民間賃貸住宅の空

室活用 

関係団体と協力し、災害時に緊急的に活用でき

る住居です。 

新規 住宅課 

景観形成促進団体 良好な景観形成のために自主的に活動し、市か

ら認定を受けた団体です。 

 都 市 景 観 推

進室 

一定規模の建築物

等についての届出

制度 

市が届出を必要とする建築物等を定め、新築等

に着手する前に、その計画内容について届出を

受け、景観計画( 景観形成基準) に適合している

かどうか審査する制度です。 

 都 市 景 観 推

進室 

交通バリアフリー

基本構想 

用語解説参照  交通政策課 

（仮称）市原市交通

マスタープラン 

今後取り組むべき交通施策の基本方針を示し、

本市の将来あるべき交通の姿を明らかにする計

画です。 

 交通政策課 
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事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

生垣設置奨励補助

金制度 

震災等災害時のブロックベいの倒壊被害を防止

することを目的に、生垣設置者を対象とした補

助金制度です。         【助成制度】 

 公園緑地課 

緑化施設整備計画

認定制度 

ヒートアイランド化防止などの環境負荷の軽減

や緑視の増大を図り、緑化重点地区又は緑化地

域内において民間による自発的な緑化の取り組

みを促進するため、建築物の屋上、壁面、空地

その他の敷地内の良好な緑化施設の整備に関す

る計画を市町村長が認定し、支援する制度です。 

 公園緑地課 

緑化重点地区 改訂市原市総合計画で「都市交流核」及び「地

域核」に位置づけられている地区です。 

 公園緑地課 

地区計画制度 用語解説参照  ま ち づ く り

課 

まちづくりに関す

る「おでかけくん」 

「おでかけくん」とは、市職員が講師として地

域に出向き、市の施策の説明や講習等を行う事

業です。この事業のメニューの一つとして、「住

民と行政の協働による修復型のまちづくり」を

実施しています。 

 ま ち づ く り

課 

狭あい道路後退用

地整備事業 

 

狭あい道路を広げ、住みやすい住環境を確保し

たり災害時の安全性を高めることを目的とし、

敷地の一部を道路用地として提供していただ

き、市が整備を行う事業です。 

 土木管理課 
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基本方針３「住宅市場を活かした多様な住まいづくり」 

事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

中古住宅活用ネッ

トワーク 

町会や不動産関係団体と連携を図り、中古住宅

情報のネットワーク化を研究し、空き家の有効

活用や中古住宅のリフォーム等も含め研究して

いきます。 

新規 建築指導課 

住宅課 

移住、住みかえ支援

機構 

移住を検討しているシニア（50歳以上）の住み

替えをサポートするために設立された非営利の

法人で、住み替え希望者のマイホームの借上げ

賃料を保証するなど、中立機関としての立場か

ら移住・住み替えに関する情報を提供していま

す。 

 住宅課 

住宅に関する相談

窓口 

市では増改築相談や建築相談を実施しています

が、関係団体等と連携し、省エネやバリアフリー

等幅広く相談できる窓口です。 

 建築指導課 

住宅課 

住宅に関する情報

提供 

市民に幅広く住情報を活用していただけるよ

う、関係機関と連携し、情報提供方法も含めて

検討していきます。 

新規 建築指導課 

住宅課 

 

http://nicelife.livedoor.biz/archives/50136853.html
http://nicelife.livedoor.biz/archives/50136853.html
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基本方針４「安定した生活を支える住まいづくり」 

事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

市原市市営住宅長

寿命化計画 

市民ニーズを踏まえながら老朽化が著しい施設

については借り上げ方式によるまちなか居住の

推進も検討します。 

また、施設に対しては、これまでの対処療法型

の維持管理から予防保全の維持管理への転換を

図り、バリアフリー化も含めて市営住宅の長寿

命化によるコスト縮減を図ります。 

新規 住宅課 

収入超過者 ３年以上居住して、かつ基準を超える収入を有

する入居者です。 

 住宅課 

あんしん賃貸支援

事業 

民間賃貸住宅市場を活用して住宅セーフティネ

ット機能の向上を図ることを目的として、行政

と各支援団体等が連携して、高齢者、障がい者

等の居住に関する各種サポートを行う事業で

す。 

 住宅課 

高齢者円滑入居賃

貸住宅登録制度 

高齢者であることを理由に入居を拒否しない民

間賃貸住宅を登録し、賃貸住宅に入居を希望し

ている高齢者が、その登録情報を閲覧して賃貸

住宅を探しやすくする制度です。 

 住宅課 
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基本方針５「住生活を支える地域社会づくり」 

事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

地域福祉活動 すべての人が個人の尊厳を保持され、その人ら

しい心豊かな人生を送ることができるよう、地

域住民・福祉事業者・市社会福祉協議会・( 市)

行政をはじめとする社会福祉活動に携わる人々

が協働して、地域のみんなで支えあう活動です。 

 保健福祉課 

町会集会施設の整

備助成 

町会が地域住民のふれあいと連帯意識の醸成を

図る目的をもつて行う町会集会施設の新築等に

要する経費について、一部を助成する制度です。 

 市 民 活 動 支

援課 

自主防犯組織 地域防犯アドバイザーによる指導や防犯啓発用

品の貸し出し等により、防犯推進リーダーを育

成し、防犯活動を支援しています。 

 生活安全課 

自主防災組織 災害による被害を最小限に食い止めるため、住

民自らが出火防止、初期消火、被災者の救出救

護、避難等を行うこと目的として、自治会など

が中心となった組織です。 

 防災課 

子育て支援員活動 子育て家族の支援を目的とした情報提供や地域

の福祉団体と行政が協働して、地域に根ざした

支援活動です。 

 子 ど も 福 祉

課 

ファミリーサポー

トセンター事業 

子育ての手助けをして欲しい方（利用会員）と

子育ての手助けをしたい方（協力会員）が、サ

ポートし合い、安心してゆとりある子育てがで

きる環境づくりを目指す相互援助（有償）の活

動です。 

 子 ど も 福 祉

課 

子育て支援センタ

ー 

育児不安等に関する相談や指導、子育てサーク

ルの育成や支援を行うとともに、育児に関する

情報交換や親子教室の開催、育児講座の開催等

を行います。 

 子 ど も 福 祉

課 

家庭児童相談室 県児童相談所や関係機関と連携をとりながら児

童虐待に関することや生活習慣、学校生活等の

問題、知能や言語発達の遅れ、養育に関する様々

な相談に応じています。 

 子 ど も 福 祉

課 
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事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

緊急通報体制整備

事業 

一人暮らしの高齢者などで、健康に不安を感じ

ている方を対象に、緊急通報装置を設置し、「急

病」や「事故」が起こったときの親族や隣近所

への連絡体制を整備する事業です。 

 高 齢 者 支 援

課 

地域包括ケア体制 地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保

健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止な

ど様々な課題に対して、地域における総合的な

マネジメントを担い、課題解決に向けた取り組

みを実践していくことをその主な業務としてい

ます。 

 高 齢 者 支 援

課 

障がい者地域生活

相談支援事業 

障がいのある人やその家族からの相談に応じ

て、必要な援助を行い、本人が自立した日常生

活又は社会生活を営むことを目的として、日常

生活の不安・心配ごとや福祉サービスの利用援

助、就労に対する相談支援などを行う事業です。 

 障 が い 者 支

援課 

 

基本方針６「いちはらの特性を活かしたまちづくり」 

事業等の名称 事業や制度等の概要 新規 担当課 

住宅取得等に対す

る支援策の検討 

まちなか居住を促進するため、指定区域内で新

たに住宅を取得する方に対する支援策を検討し

ます。 

新規 住宅課 

民間賃貸住宅を活

用した支援策の検

討 

まちなか居住を促進するため、指定区域内にあ

る民間賃貸住宅の入居者や、新たに区域外から

転入する方に対する支援策を検討します。 

新規 住宅課 
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３３．．市市原原市市住住生生活活基基本本計計画画策策定定のの経経緯緯  

  

年 月 日 内   容 

《平成 20年度》  

平成 20年 10月 22日 第 1 回市原市住生活基本計画策定検討調整会議 

 10月 29日 第 1 回市原市住生活基本計画策定検討会議 

 11月  5 日 第 1 回市原市住生活基本計画策定検討委員会 

 12月 12日 第 2 回市原市住生活基本計画策定検討調整会議 

《平成 21年度》  

平成 21年 4 月 24日 第 3 回市原市住生活基本計画策定検討調整会議 

 5 月  7 日 第 2 回市原市住生活基本計画策定検討会議 

 5 月 12日 第 2 回市原市住生活基本計画策定検討委員会 

 11月  6 日 第 4 回市原市住生活基本計画策定検討調整会議 

 11月 19日 第 3 回市原市住生活基本計画策定検討会議 

 11月 25日 第 3 回市原市住生活基本計画策定検討委員会 

平成 22年 1 月  8 日 第 4 回市原市住生活基本計画策定検討委員会 

 1 月 21日 第 4 回市原市住生活基本計画策定検討会議 

 
2 月 25日 市原市住生活基本計画（素案）のパブリックコメントの実施 

（2 月 25日 ～ 3 月 12日） 

  

  

名  称 役  割 開催状況 

市原市住生活基本計画策定検討委員会 

学識経験者等の有識者

による意見交換及び計

画案の検討 

平成 20年 11月より 4回開催 

市原市住生活基本計画策定検討会議 
市の各部局長による総 

合的な調整 
平成 20年 10月より 4回開催 

市原市住生活基本計画策定検討調整会議 
市の各部局主幹による

調整 
同  上 
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４４．．市市原原市市住住生生活活基基本本計計画画策策定定検検討討委委員員会会委委員員  

  

（敬称略） 

役 職 氏 名 団体等 分 野 備 考 

委 員 長 小 林  秀 樹 
千葉大学大学院 工学研究科 

建築・都市科学専攻教授 
学識経験者  

副委員長 鈴 木  進 
千葉県耐震判定協議会 

専務理事 
学識経験者  

委 員 色 川  一 紀 
都市再生機構 千葉地域支社 

千葉・市原開発事務所長 
まちづくり関係  

委 員 木 下  進 
千葉県建築士会 市原支部 

参事 
建築関係  

委 員 岡 本  修 
千葉県宅地建物取引業協会 

市原支部 副支部長 

宅地建物 

取引業関係 
 

委 員 小川 かほる 
千葉県環境研究センター 

総務企画情報課 主席研究員 
環境関係  

委 員 大 野  節 子 
市原市消費者団体連絡協議会 

委員 
消費者関係  

委 員 川 西  映 子 
市原市子育て支援員協議会 

会長 
子育て関係 平成 20年度 

委 員 押 元  久 子 
市原市子育て支援員協議会 

会長 
子育て関係 平成 21年度 

委 員 丸  正 義 
市原商工会議所 特別相談部 

金融経営担当部長 
経済金融関係  

委 員 柴田 喜代子 
市原市民生委員児童委員協議会 

副会長 
福祉関係  

  


